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転入出などでの手続きは 14 日以内に
就職や退職、転入や転出など異動があった人は、手続きが必要です

なお、４月初めは窓口が大変混み合い、待ち時間が長くなる場合があります

国民健康保険のお知らせ
　
任
期
満
了
に
よ
る
県
議
会
議
員

選
挙
は
、
３
月
31
日
告
示
、
４
月

９
日
㈰
が
投
票
日
で
す
。

　
過
去
２
回
の
投
票
率（
左
下
表
）

を
見
る
と
、
40
％
台
に
と
ど
ま
っ

て
い
ま
す
。

　
県
民
の
代
表
を
選
ぶ
大
切
な
選

挙
で
す
。必
ず
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

投
票
で
き
る
人

（
選
挙
権
年
齢
は
18
歳
以
上
）

　
投
票
す
る
に
は
、
選
挙
人
名
簿

に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要

で
す
。

　

日
本
国
民
で
平
成
17
年
４
月
10

日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
で
、令
和
４

年
12
月
30
日
以
前
に
市
の
住
民
基

本
台
帳
に
記
録
さ
れ
、引
き
続
き
住

ん
で
い
る
人
な
ど
が
対
象
で
す
。

投
票
で
き
る
時
間

　
投
票
日
当
日
は
、
市
内
48
箇
所

の
投
票
所
で
、
午
前
７
時
か
ら
午

後
８
時
ま
で
投
票
で
き
ま
す
。

　
世
帯
ご
と
に
封
書
で
届
く
投
票

所
入
場
整
理
券
を
各
自
持
っ
て
、

指
定
の
投
票
所
へ
。

　
入
場
整
理
券
が
届
か
な
か
っ
た

場
合
や
、
紛
失
し
た
場
合
で
も
、

本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
れ

ば
投
票
で
き
ま
す
。

当
日
に
仕
事
や
旅
行
な
ど

予
定
が
あ
る
人
は
期
日
前
投
票

　
投
票
日
に
、
仕
事
や
旅
行
な
ど

で
投
票
所
に
行
け
な
い
人
は
、
期

日
前
投
票
が
で
き
ま
す
。

　
投
票
所
入
場
整
理
券
（
本
人
の

確
認
が
で
き
れ
ば
無
く
て
も
可
）

を
持
っ
て
、
期
日
前
投
票
所
へ
。

　
入
場
整
理
券
裏
面
の
宣
誓
書
に

本
人
が
必
要
事
項
を
記
入
し
持
参

し
て
く
だ
さ
い
（
印
鑑
は
不
要
）。

　
期
日
前
投
票
所
は
、次
の
通
り
。

　
加
入
手
続
き
が
必
要
な
場
合

▼
退
職
な
ど
で
社
会
保
険
な
ど
の

資
格
が
な
く
な
っ
た

　

次
の
①
～
③
の
い
ず
れ
か
の
方

法
で
保
険
に
加
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
①
社
会
保
険
の
任
意
継
続
被
保

険
者
に
な
る
②
社
会
保
険
に
加
入

し
て
い
る
家
族
の
被
扶
養
者
に
な

る
③
国
民
健
康
保
険
に
加
入
。

　
①
②
は
、
勤
務
先
な
ど
へ
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
③
は
、
本
人
確
認
書
類
と
健
康

保
険
資
格
喪
失
証
明
書
、口
座
振

替
登
録
に
必
要
な
も
の
を
持
ち
市

役
所
１
階
の
国
民
健
康
保
険
課

へ
。

▼
市
に
転
入
し
た

　
社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い

な
い
人
は
、
転
入
手
続
き
後
、
本

人
確
認
書
類
と
口
座
振
替
登
録
に

必
要
な
も
の
を
持
ち
同
課
へ
。

【
口
座
振
替
登
録
に
必
要
な
も
の
】

　
保
険
税
の
納
付
は
原
則
口
座
振

替
で
す
。

　
通
帳
と
届
け
出
印
を
持
っ
て
き

て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
振
替
口
座
名
義
人
本
人

が
申
し
込
む
場
合
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
と
暗
証
番
号
の
入
力
、
本

人
確
認
書
類
の
提
示
で
口
座
振
替

の
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

    

脱
退
手
続
き
が
必
要
な
場
合

▼
就
職
で
社
会
保
険
に
加
入
し
た

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
人
は
、
本
人
確
認
書
類
と
新
た

に
加
入
し
た
社
会
保
険
の
保
険

証
、
国
民
健
康
保
険
証
を
持
ち
、

国
民
健
康
保
険
課
へ
。

　
ま
た
、〒
６
６
６
―
８
５
０
１
・

国
民
健
康
保
険
課
へ
郵
送
す
る

か
（
郵
便
番
号
と
課
名
で
届
き

ま
す
）、
電
子
申
請
で
手
続
き
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

電
子
申
請
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
へ
。

▼
市
外
へ
転
出
す
る

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
人
は
、
転
出
手
続
き
後
、
本
人

確
認
書
類
と
国
民
健
康
保
険
証
を

持
ち
同
課
へ
。

倒
産
な
ど
で
離
職
し
た
人
は

国
保
税
が
軽
減

　
「
倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る
離

職
」
し
た
人
な
ど
は
、
国
民
健
康

保
険
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
軽
減
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必

要
で
す
。
対
象
は
次
の
①
②
の
い

ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
人
。

　
①
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格

者
（
倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る
離

職
な
ど
）
②
雇
用
保
険
の
特
定
理

由
離
職
者
（
雇
い
止
め
な
ど
に
よ

る
離
職
な
ど
）
と
し
て
失
業
給
付

を
受
け
る
人
。

　
軽
減
期
間
は
、
離
職
日
の
翌
日

か
ら
翌
年
度
末
ま
で
（
雇
用
保
険

の
失
業
な
ど
給
付
を
受
け
る
期
間

と
は
異
な
り
ま
す
）。

　
一
度
申
請
す
る
と
翌
年
度
の
更

新
手
続
き
は
不
要
で
す
。

　

こ
の
軽
減
の
対
象
者
以
外
に
、

会
社
都
合
で
の
退
職
や
、
自
営
業

で
休
・
廃
業
し
た
人
な
ど
も
、
減

免
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

高
額
な
医
療
を
受
け
る
人
は

助
成
の
認
定
証
の
手
続
き
を

　
医
療
機
関
な
ど
で
支
払
う
一
部

負
担
金
が
高
額
に
な
る
人
は
、
医

療
機
関
な
ど
の
窓
口
で
認
定
証
を

提
示
す
れ
ば
、
支
払
い
を
一
定
の

金
額
に
と
ど
め
る
こ
と
が
可
能
で

す
。

　
事
前
手
続
き
で
、
認
定
証
を
交

付
で
き
ま
す
。
手
続
き
は
、
保
険

証
を
持
ち
同
課
へ
。

　
た
だ
し
、
同
保
険
加
入
者
で
同

税
に
滞
納
が
あ
る
と
、
発
行
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認

シ
ス
テ
ム
導
入
の
医
療
機
関
な
ど

で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
提

示
で
自
己
負
担
限
度
額
が
確
認
で

き
れ
ば
、
認
定
証
の
提
示
は
不
要

で
す
。

　

詳
し
く
は
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
。

▼
70
歳
以
上
の
国
民
健
康
保
険
加

入
者
　　

２
割
負
担
の
住
民
税
課
税
世
帯

の
人
は
、
高
齢
受
給
者
証
を
提
示

す
る
と
、
自
己
負
担
限
度
額
で
の

支
払
い
に
な
る
た
め
、
手
続
き
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　
３
割
負
担
の
人
は
、
所
得
に
よ

っ
て
手
続
き
が
不
要
な
場
合
と
、

手
続
き
を
す
れ
ば
認
定
証
が
交
付

で
き
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
国
民

健
康
保
険
課
へ
相
談
を
。

出
産
育
児
一
時
金
額
が
増
額

　

４
月
１
日
㈯
以
降
の
出
産
か
ら
、

国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
出
産
育

児
一
時
金
額
が
、
48
万
８
０
０
０

円
（
産
科
医
療
補
償
制
度
加
入
機

関
で
の
出
産
は
50
万
円
）
に
な
り

ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
が
、
医
療
機
関

へ
支
払
う
直
接
支
払
制
度
を
利
用

す
る
と
、
退
院
時
の
支
払
い
金
額

を
軽
減
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
へ
。

問い合わせ　国民健康保険課　 ☎ 072（740）1170

県
議
会
議
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選
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市
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管
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問
い
合
わ
せ

今
後
の
県
政
を
託
す
大
切
な
選
挙
で
す

必
ず
投
票
し
ま
し
ょ
う

当
日
は
、
投
・
開
票
速
報
を
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

４
月
９
日
㈰
が
投
票
日

【
市
役
所
１
階
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
】

　

４
月
１
日
㈯
～
８
日
㈯
午
前

８
時
半
―
午
後
８
時
。

【
東
谷
行
政
セ
ン
タ
ー
】

　

４
月
２
日
㈰
～
８
日
㈯
午
前

９
時
―
午
後
5
時
。

開
票
は
午
後
９
時
半
か
ら

　
開
票
は
、
午
後
９
時
半
か
ら
市

民
体
育
館
で
行
い
ま
す
。

 

　市役所や金融機関で、市税や国民健康保険税、後期高齢
者医療保険料などの口座振替手続きを受け付け。口座振替
での納付を希望する人は、期限までに申し込みを。
第１期と全期一括分の口座振替申込期限

【固定資産・都市計画税、軽自動車税】
▷各金融機関＝４月 10 日㈪まで
▷市役所２階の市税収納課＝５月 22 日㈪まで

【市・県民税】
▷各金融機関＝５月 10 日㈬まで
▷市役所２階の市税収納課＝６月 21 日㈬まで

【国民健康保険税】
▷各金融機関＝５月 10 日㈬まで
▷市役所１階の保険収納課＝６月 20 日㈫まで

【後期高齢者医療保険料】
▷各金融機関＝６月 12 日㈪まで
▷市役所１階の保険収納課＝７月 19 日㈬まで

　通帳と通帳届け出印、納税通知書（保険税・
料の場合、加入中の被保険者証も可）、口座振替
依頼書を持ち、各金融機関へ。

　口座名義人本人が、金融機関のキャッシュカ
ード（クレジット機能・生体認証付きは不可）
と本人確認書類（マイナンバーカードや運転免
許証などの顔写真付きのもの）を持ち、各窓口へ。

金融機関で
申し込み

市役所で
申し込み

「eL-QR」で市税などの納付が便利に
　４月から、市税の納付書に「eL-QR コード」（２次元コード）
の印字がある場合、地方税共同機構が提供する「地方税お支

払サイト」を利用して、クレジットカード払いやインターネ
ットバンキング、ダイレクト納付などを利用できます。また、
各種スマートフォン決済アプリや、「eL-QR コード」対応金融
機関での納付が可能です（国民健康保険税は６月から）。

便利な口座振替で

過去 2 回の投票率

平成 27 年４月 平成 31 年４月

 42.65％  41.25％

男 43.33％ 男 41.45％

女 42.05％ 女 41.07％

市税など
の納付は

問い合わせ
市税収納課 072（740）1134・保険収納課 072（740）1177


